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日吉津村農業委員会１２月 月例総会議事録 
 

１．開 催 日 時  令和２年１２月１０日（木)午後１時３０分から午後４時２０分 

 

２．場      所  日吉津村農業者トレーニングセンター研修室 

 

３．出  席  者  委員   １０人 

       会長    ５番  齋下 博三 

       委員    １番  上野 秀雄 

２番  川口 剛敏 

３番  山﨑 博 

             ４番  三鴨 真樹 

             ６番  林原 美代子 

             ７番  川原 邦建 

             ８番  山西 昇 

             ９番  長谷 昭宏 

            １０番  生村 好実 

 

農業委員会事務局職員 事 務 局 長 益田 英則 

 主   査 齋古 直樹 

 

 

４．欠 席 者      なし 

 

５．議 事 日 程 

日程第 １ 会議録署名委員の指名 

   日程第 ２ 諸般の報告について（行事報告） 

   日程第 ３ 報告第２０号 利用権設定に係る合意解約について 

   日程第 ４ 報告第２１号 電気通信事業者が行う中継施設等の設置に伴う農地転用 

について 

   日程第 ５ 議案第３０号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

   日程第 ６ 議案第３１号 日吉津村農用地利用集積計画について 

   日程第 ７ 議案第３２号 農用地利用配分計画(案)に係る意見について 

   日程第 ８ その他 

① 農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の見直しについて 

② 営農型太陽光発電設備下部の営農に関する経過及び今後の見込みに

ついて 

③ 日吉津村農業未来会議について 

④ 活動記録簿について 

⑤ １月 月例総会の開催について 

⑥ 農地貸借等に係る情報交換について 

          その他 

 

６．会議の概要 

局長     ただいまから令和 2年12月、日吉津村農業委員会月例総会を開会いたします。

出席委員は在任委員 10 名中 10 名です。定足数に達しておりますので、総会は

成立しております。 
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それでは、会長より開会の挨拶をお願いいたします。 

 

議長     今年、コロナで始まってコロナ・コロナと言っているうちに 12月になりまし

た。12月もあと 20日程度で終わります。皆さんご承知のように、オリンピック

もマスコミで取り上げられていますが、本当にコロナが終息するのだろうかと

皆さん思っておられると思いますが、まだ 3～4年かかるのではといった話もあ

ります。村内でも色々な話がありますが、皆さん 3 蜜を避け手洗い・うがい等

されているとは思います。農業をしながら十分気を付けて新しい年を迎えてい

ただきたいと思っております。 

 

日程第 1、会議録署名委員さんの指名をさせていただきます。今月は 3 番・

山﨑委員さん 4番・三鴨委員さんにお願いいたします。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     続きまして日程第 2、諸般の報告。行事報告を事務局からお願いします。 

 

〔事務局 行事報告説明〕 

 

議長     諸般の報告が事務局よりございました。 

       発言される際は、挙手をし、会長より指名を受け、番号・氏名を言ってから

発言をお願いします。 

皆さんご意見・ご質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程 3、報告第 20 号、利用権設定に係る合意解約について事務局より説明を

お願いいたします。 

 

〔事務局 報告第 20号、利用権設定に係る合意解約について説明〕 

 

議長     報告第 20号、利用権設定に係る合意解約につきまして、皆さんご意見・ご質

問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程 4、報告第 21 号、電気通信事業者が行う中継施設等の設置に伴う農地転

用について事務局より説明をお願いいたします。 
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〔事務局 報告第 21号、電気通信事業者が行う 

中継施設等の設置に伴う農地転用について説明〕 

議長     報告第 21号、電気通信事業者が行う中継施設等の設置に伴う農地転用につき

まして、皆さんご意見・ご質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程 5、議案第 30 号、農地法第 5 条第 1 項の規定による許可申請について事

務局より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 30号、農地法第 5条第 1項の規定による許可申請について説明〕 

 

議長     議案第 30号、農地法第 5条第 1項の規定による許可申請につきまして、皆さ

んご意見・ご質問はありませんか。 

 

山﨑委員   P12の仲介手数料の相場はあるのか。 

 

事務局    確認はしておりません。 

 

山﨑委員   お互いの話し合いできまるのか。決まりはないのか。 

 

事務局    そのようです。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようですので採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程 6、議案第 31 号、日吉津村農用地利用集積計画について事務局より説明

をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 31号、日吉津村農用地利用集積計画について説明〕 

 

議長     議案第 31号、日吉津村農用地利用集積計画につきまして、皆さんご意見・ご

質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 
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議長     採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程 7、議案第 32 号、農用地利用配分計画(案)について事務局より説明をお

願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 32号、農用地利用配分計画(案)について説明〕 

 

議長     議案第 32号、農用地利用配分計画(案)につきまして、皆さんご意見・ご質問

はありませんか。 

 

山﨑委員   未更新はどれくらいあるのか。 

 

事務局    19筆あります。後の議題で出てきます。 

 

山﨑委員   分かりました。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようですので採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 8、その他①農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の見直しにつ

いて事務局より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 その他①、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の見直しについて説明〕 

 

議長     その他②農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の見直しにつきまして、

皆さんご意見・ご質問はありませんか。 

 

山﨑委員   見直しにあたっての参集範囲は。 

 

事務局    役場・普及所・ＪＡ・担い手育成機構・農林局です。 

 

山﨑委員   毎月の勤労統計調査の各年平均 1814.8時間というのは鳥取県の話か、全国の

話か。 
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事務局    どちらなのか確認しておりません。 

 

山﨑委員   とても 1800時間ではできない。例えば私の例でいくと、ブロッコリー・水稲・

若干のハウスだが、P31 の類型と対比すると 1.8ha で既に 1800 時間になってし

まう。 

             P31 の機械・施設名に管理機 3.5ps とあるが、3.5ps では使い物にならない。

普通は 6psか 7psを使用する。P32の類型では管理機 6psとなっている。ブロッ

コリーでも最低 6ps は必要。ねぎのところでエンジンポンプがあるが、18 万円

とある。こんなに高くない。県や専門機関が携わっていてこんなこともわから

ないかと思う。他の類型は見ていないが、P30のサブソイラーが 28万円とある。

こんなに安くはないと思う。もっと綿密なものができないか。労働時間・所得

にしても精査が必要。 

 

事務局    労働時間については、どういう考え方をとるべきか調べました。農業を職業

として選択するものとして、やりがいのあるものにするための目標という事で、

1800 時間を超える場合には、人を雇用して主たる従事者の労働時間を減らすと

いうような考え方で目標を立てています。 

 

山﨑委員   時間を減らすには機械化しかない。人を雇うと労賃が増えるし、年間雇用で

ないと人が来ない。他の類型をみてもおかしい。 

       日吉津村では単作の専業は成り立たない。複合経営でないといけない。 

 

議長     中身について、特に、機械の価格をもっと検討してほしい。米だけでなく、

施設園芸も類型に入れてほしい。 

 

局長     いろいろご意見を頂いだいたんですけども、今回載せさせてもらったモデル

類型の考え方の基になりますのが県の方の部分もありますが、従来日吉津村の

方でありましたものをベースにつくらせてもらいました関係で、こういう形で

あれば更に収益も上がるし、色々な事を複合的に取り組んでという観点が当初

からなかったもので、従来ありますものをベースに日吉津村の農業者の方のた

めに加工し、作り上げてきたというところがありますので、もう一度見直させ

ていただきます。 

 

山﨑委員   若手・定年就農者が飛びついてくるようなものができないか。日吉津村農政

に対して疑問に思う。都会からのＩターン政策等、聞いたことがない。 

 

議長     次に移ります。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     その他②営農型太陽光発電設備下部の営農に関する経過及び今後の見込みに

ついて事務局より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 その他②、営農型太陽光発電設備下部の 

営農に関する経過及び今後の見込みついて説明〕 

 

議長     その他②営農型太陽光発電設備下部の営農に関する経過及び今後の見込みに

つきまして、皆さんご意見・ご質問はありませんか。 
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川口委員   改善命令とかはどこがするか。 

 

事務局    県です。 

 

三鴨委員   普通に転用はできないか。 

 

事務局    青地なので永久転用はできません。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     次に移ります。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     その他③日吉津村農業未来会議について事務局より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 その他③、日吉津村農業未来会議について説明〕 

 

議長     その他③日吉津村農業未来会議につきまして、皆さんご意見・ご質問はあり

ませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     次に移ります。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     その他④活動記録簿について事務局より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 その他④、活動記録簿について説明〕 

 

議長     その他④活動記録簿につきまして、皆さんご意見・ご質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     次に移ります。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     その他⑤1月 月例総会の開催日について 

       事務局案では 1月 12日(火)となっておりますが、よろしいですか。 

 

〔良いという声あり〕 

 

議長     それでは、1月 12日（火）でお願いします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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議長     その他⑥農地貸借等に係る情報交換について事務局より説明をお願いいたし

ます。 

 

〔事務局 その⑥、農地貸借等に係る情報交換ついて説明〕 

 

議長     その他⑥農地貸借等に係る情報交換につきまして、皆さんご意見・ご質問は

ありませんか。 

 

山﨑委員   面積が記入してあればいいけどな。 

 

議長     畔を撤去した場合、役場から何かしらの支援ができないか。 

 

局長     方策を考えているところです。 

 

議長     急ぐことなので、早くしてください。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     その他について 

 

議長     無いようですので、以上で月例総会を終了いたします。 

 

閉会時刻  午後 4時 20分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


